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椙山女学園大学大学院の目的に関する規程 
平 成 ２ ０ 年 規 程 第 ９ 号 
平成２０年３月２１日制定 

 （趣旨） 
第１条 この規程は、椙山女学園大学大学院学則（昭和５２年学則第１号）第１条第２項の規定に基づき、

研究科及び専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について定める。 
 （生活科学研究科） 
第２条 生活科学研究科は、人間生活に関する諸科学の研究の発展を目指し、健康で安全かつ快適な生活の

創造に指導的役割を果たすことができ、創造性豊かな優れた研究・教育能力を備えた研究者・大学教員及

び高度な専門的知識・能力を備えた高度専門職業人を養成する。 
２ 人間生活科学専攻博士後期課程は、前項に基づき、人間生存の根幹である衣・食・住に関する領域の高

度な教授研究を通して、創造性豊かな優れた研究・開発能力と深い学識を備えた研究者を養成するととも

に、確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員を養成する。 
３ 食品栄養科学専攻修士課程は、第１項に基づき、食品の化学、安全性、機能性に関する分野、栄養の基

礎に関する分野及び人間を対象とする臨床的な栄養と保健に関する分野の教授研究を通して、人間の健康

な生活に貢献する、食と栄養に関する高度専門職業人及び研究者を養成する。 
４  生活環境学専攻修士課程は、第１項に基づき、衣環境、室内環境、住環境、都市環境など、生活環境に

係る分野の教授研究を通して、豊かで安全な生活環境の構築に貢献する高度専門職業人及び研究者を養成

する。 
（人間関係学研究科） 

第３条 人間関係学研究科は、人間の自己実現に寄与する人間関係の在り方を考究することにより、人間及

び人間関係に関する諸問題の解決に貢献する高度な専門的知識･能力を備えた高度専門職業人を養成する。 
２ 人間関係学専攻修士課程は、前項に基づき、臨床心理学、社会学、教育学等の学際的な視点からの教授

研究を通して、人間及び人間関係に関する諸問題の解決に貢献する臨床心理士、地域・福祉政策及び人事・

研修の専門職員、学校教育・生涯学習分野における指導者等の高度専門職業人を養成する。 
   附 則 
 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 


